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 廃棄等費⽤確保WGで取りまとめられた廃棄等費⽤の確実な積⽴てを担保する制度の全体像は以下のとおり。
 対象は、10kW以上すべての太陽光発電※のFIT・FIP認定事業。

原則、源泉徴収的な外部積⽴て 例外的に、内部積⽴てを許容
廃棄処理の責任 • 積⽴ての⽅法・⾦額にかかわらず、最終的に排出者が廃棄処理の責任を負うことが⼤前提

積⽴て主体 • 認定事業者（ただし、内部積⽴てについては、上場している親会社等が廃棄等費⽤を確保している場合に⼀部例外あり）

積⽴⾦の額の
⽔準・単価

• 調達価格/基準価格の算定において想定されている廃棄等費
⽤（⼊札案件は最低落札価格を基準に調整）

• 供給電気量（kWh）ベース
※ 実際の廃棄処理で不⾜が発⽣した場合は事業者が確保

• 調達価格/基準価格の算定において想定されている廃棄等費
⽤と同⽔準（認定容量（kW）ベース）以上

※ 実際の廃棄処理で不⾜が発⽣した場合は事業者が確保

積⽴て時期 • 調達期間/交付期間の終了前10年間 • 外部積⽴てと同じか、より早い時期

積⽴て頻度
• 調達価格の⽀払・交付⾦の交付と同頻度（現⾏制度では⽉

１回）※FIP認定事業で積⽴不⾜が発⽣した場合は、当該不
⾜分は１年程度分まとめて積み⽴てる

• 定期報告（年１回）により廃棄等費⽤の積⽴て状況を確認

積⽴⾦の
使途・取戻し

• 取戻しは、廃棄処理が確実に⾒込まれる資料提出が必要
• 調達期間/交付期間終了後は、事業終了・縮⼩のほか、パネル

交換して事業継続する際にも、パネルが⼀定値を超える場合に
取戻しを認める ※具体的には、認定上の太陽光パネル出⼒の15％
以上かつ50kW以上

• 調達期間/交付期間中は、事業終了・縮⼩のみ取戻しを認める

• 基本的に、外部積⽴てと同じ場合のみ、取崩し
• 修繕等で資⾦が必要な場合の⼀時的な使⽤を認めるが、原

則、１年以内に再び基準を満たす積み増しが必要

積⽴⾦の
確保・管理

• 電⼒広域的運営推進機関に外部積⽴て
• 電⼒広域的運営推進機関が適正に積⽴⾦を管理
• 事業者の倒産時も、取戻し条件は維持されるため債権者は任

意に取り戻せず、事業譲渡時には積⽴⾦も承継する
• 積⽴て状況は公表

• 積⽴て主体が、使途が限定された預⾦⼝座⼜は⾦融商品取
引所との関係で開⽰義務がある財務諸表に廃棄等費⽤を計
上することにより確保、もしくは、資⾦確保の蓋然性が⾼い保
険・保証により担保

• ⾦融機関との契約による⼝座確認⼜は会計監査等による財
務状況の確認

• 内部積⽴条件を満たさなくなるときは、外部に積⽴て
• 積⽴て状況は公表

施⾏時期 • 最も早い事業が積⽴てを開始する時期は2022年7⽉1⽇ ※事業ごとの調達期間/交付期間終了時期に応じて、順次、積⽴てを開始 4

太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度の全体像

※ただし、複数太陽光発電設備事業も対象。
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積⽴⾦の取戻し条件・取戻し可能額
取戻し条件 取戻し可能額

解
体
等
の
実
施
に
要
す
る
費
⽤
に
充
て
る
場
合

調
達
期
間
中

発電事業
を終了

基礎・架台を含めた発電設備
の全体を解体・撤去する場合 取戻し時点において推進機関に積み⽴てられた解体等積⽴⾦の額

発電事業
を縮⼩

廃棄される太陽光パネルが、認定
上の太陽光パネルの出⼒の15％
以上かつ50kW以上である場合

次の各⾦額の中で最も⼩さい額
㋐ 想定される解体等積⽴⾦の総額のうち認定上の太陽光パネルの
出⼒に対する廃棄する太陽光パネルの出⼒の割合に相当する額

㋑ 取戻し時点で当該認定事業について推進機関に積み⽴てられた
解体等積⽴⾦の額

㋒ 実際に廃棄等に要した費⽤の額

調
達
期
間
終
了
後

発電事業
を終了

基礎・架台を含めた発電設備
の全体を解体・撤去する場合 取戻し時点において推進機関に積み⽴てられた解体等積⽴⾦の額

発電事業
を縮⼩

FIT制度の下で設置された当初
の太陽光パネルの⼀部が廃棄

⼜は交換された場合
（廃棄される太陽光パネルが、
認定上の太陽光パネルの出⼒
の15％以上かつ50kW以上

である場合に限る。）

次の各⾦額の中で最も⼩さい額
㋐ 10年間で積み⽴てられた解体等積⽴⾦の総額のうち認定上の
太陽光パネルの出⼒に対する廃棄する太陽光パネルの出⼒の割
合に相当する額

㋑ 取戻し時点で当該認定事業について推進機関に積み⽴てられた
解体等積⽴⾦の額

㋒ 実際に廃棄等に要した費⽤の額

⼀部の太陽
光パネル
を交換

全ての太陽
光電池パネ
ルを交換

FIT制度の下で設置された当初の
太陽光パネルを全て交換する場合 取戻し時点において推進機関に積み⽴てられた解体等積⽴⾦の額

解体等積⽴⾦を積み⽴て
ておく必要がない場合として
経産省令で定める場合

事業廃⽌や認定取消により、
解体等完了確認を受けた場合

取戻し時点において推進機関に積み⽴てられた解体等積⽴⾦の額
内部積⽴⾦を積み⽴てている場合
（解体等積⽴⾦が存する場合）
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● ２０２０年６⽉に成⽴したエネルギー供給強靱化法により、FIT制度に加えFIP制度に係る⼊札や費⽤負担
調整業務、解体等積⽴⾦管理業務や系統賦課⾦に係る業務等、質・量ともに業務量が増⼤するところ、これ
らを効率的かつ⼀体的に執⾏するため、多様化する執⾏業務について、それぞれ指定法⼈に担わせるのではな
く、認可法⼈である電⼒広域的運営推進機関（以下「推進機関」という。）に現⾏業務及び追加業務を⼀
括して担わせることとなる。すなわち、積⽴⾦の管理機関は、推進機関となる。

● 推進機関には、解体等積⽴⾦の管理業務の経理を、他の業務の経理と区別しなければならない義務がある。
また、その設⽴、事業計画等の作成・変更等には経済産業⼤⾂の認可や許可等が必要であるほか、その業務
等に関しては経済産業⼤⾂に監督権限がある。

積⽴⾦の管理機関

＜参考＞積⽴⾦の管理機関に係る電気事業法の内容（条⽂番号は令和４年４⽉１⽇時点）
【積⽴⾦の管理主体】 ※令和４年４⽉１⽇施⾏
・ 推進機関は解体等積⽴⾦の管理業務を⾏う（第28条の40第１項第８号の３）

【推進機関の法⼈設⽴⽅法】
・ 経済産業⼤⾂の認可が必要（第28条の14第１項）

【推進機関の事業計画等】
・ 業務規程の記載事項︓経済産業省令で規定（第28条の41第１項）／業務規程の変更︓経済産業⼤⾂の許可（第３項）
・ 送配電等業務指針の作成、変更︓経済産業⼤⾂の認可（第28条の46第１、２項）
・ 予算・事業計画の作成、変更︓経済産業⼤⾂の認可（第28条の49）
・ 財務諸表等︓経済産業⼤⾂の承認（第28条の50第１項）

【推進機関に対する監督権限】
・ 定款⼜は業務規程の変更その他その業務︓経済産業⼤⾂による監督上必要な命令が可能（第28条の56第１項）
・ 役員︓経済産業⼤⾂による解任命令、解任が可能（第28条の23第５、６項）

【積⽴⾦の区分経理】 ※令和４年４⽉１⽇施⾏
・ 解体等積⽴⾦の管理に係る経理を他の経理と区分して整理（第28条の51第３号）

2020/10/19 第８回太陽光発電設備の廃棄等費⽤の確保に関するＷＧ事務局資料（⼀部加⼯）








